
別表第１【養護老人ホーム被措置者徴収金額表】 

入所者の収入に応じて月々の費用が決まります。 

階 層 対象収入による階層区分（年間） 費用徴収月額 

1          0 ～ ２７０，０００      ０ 

2    ２７０，００１ ～ ２８０，０００    １，０００ 

３    ２８０，００１ ～ ３００，０００    １，８００ 

４    ３００，００１ ～ ３２０，０００    ３，４００ 

５    ３２０，００１ ～ ３４０，０００    ４，７００ 

６  ３４０，００１ ～ ３６０，０００    ５，８００ 

７  ３６０，００１ ～ ３８０，０００    ７，５００ 

８  ３８０，００１ ～ ４００，０００    ９，１００ 

９  ４００，００１ ～ ４２０，０００    １０，８００ 

１０  ４２０，００１ ～ ４４０，０００    １２，５００ 

１１  ４４０，００１ ～ ４６０，０００    １４，１００ 

１２  ４６０，００１ ～ ４８０，０００    １５，８００ 

１３  ４８０，００１ ～ ５００，０００    １７，５００ 

１４  ５００，００１ ～ ５２０，０００    １９，１００ 

１５  ５２０，００１ ～ ５４０，０００    ２０，８００ 

１６  ５４０，００１ ～ ５６０，０００    ２２，５００ 

１７ ５６０，００１ ～ ５８０，０００    ２４，１００ 

１８  ５８０，００１ ～ ６００，０００    ２５，８００ 

１９  ６００，００１ ～ ６４０，０００    ２７，５００ 

２０  ６４０，００１ ～ ６８０，０００    ３０，８００ 

２１  ６８０，００１ ～ ７２０，０００    ３４，１００ 

２２  ７２０，００１ ～ ７６０，０００    ３７，５００ 

２３  ７６０，００１ ～ ８００，０００    ３９，８００ 

２４  ８００，００１ ～ ８４０，０００    ４１，８００ 

２５  ８４０，００１ ～ ８８０，０００    ４３，８００ 

２６  ８８０，００１ ～ ９２０，０００    ４５，８００ 

２７  ９２０，００１ ～   ９６０，０００    ４７，８００ 

２８  ９６０，００１ ～ １，０００，０００ ４９，８００ 

２９ １，０００，００１ ～ １，０４０，０００   ５１，８００ 

３０ １，０４０，００１ ～ １，０８０，０００   ５４，４００ 

３１ １，０８０，００１ ～ １，１２０，０００   ５７，１００ 
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３２  １，１２０，００１ ～ １，１６０，０００ ５９，８００ 

３３  １，１６０，００１ ～ １，２００，０００ ６２，４００ 

３４  １，２００，００１ ～ １，２６０，０００ ６５，１００ 

３５  １，２６０，００１ ～ １，３２０，０００ ６９，１００ 

３６  １，３２０，００１ ～ １，３８０，０００ ７３，１００ 

３７  １，３８０，００１ ～ １，４４０，０００ ７７，１００ 

３８  １，４４０，００１ ～ １，５００，０００ ８１，１００ 

３９   １，５００，００１～ （150万超過額×0.9÷12)+81,100   (100未満切捨て) 

備考：140,000円を当該費用徴収月額の上限とする             （単位=円） 

１、 対象収入とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費などの必要経費を控除した後の収入

をいいます。 

２、 費用徴収月額が、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額を超える場合にはこの表

にかかわらず、当該支弁額とします。 

３、 月の途中で入所し、又は退所したときには、日割り計算になります。 

 

（老人福祉法に基づく費用徴収基準、養護老人ホーム、養護委託による措置基準より 一部抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第 2 【扶養義務者徴収金額表】 

入所者本人から費用徴収が行われる場合であっても、その徴収額が養護老人ホ－ムの措置費支

弁額に満たない場合は、その差額の範囲内で扶養義務者の負担能力に応じ費用が決まります。 

階 層 税額等による階層区分 徴収額（月額） 

Ａ 生活保護法による被保護者(単給を含む。) ０ 

Ｂ A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 ０ 

Ｃ１～Ｃ２ 

A階層及び B階層を除き前年分の所得税非課税の者 

 Ｃ１ 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割

のみ課税) 

４，５００ 

Ｃ2 当該年度分の市町村民税所得割課税 ６，６００ 

Ｄ１～Ｄ４ 

A 階層及び B 階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分

が次の額である者 

 D１ ３０，０００円以下 ９，０００ 

D2 ３０，００１ ～ ８０，０００  １３，５００ 

D3  ８０，００１ ～ １４０，０００ １８，７００ 

D4 １４０，００１ ～ ２８０，０００ ２９，０００ 

D5 ２８０，００１ ～ ５００，０００ ４１，２００ 

D6 ５００，００１ ～ ８００，０００ ５４，２００ 

D7   ８００，００１ ～ １，１６０，０００ ６８，７００ 

D8 １，１６０，００１ ～ １，６５０，０００ ８５，０００ 

D9 １，６５０，００１ ～ ２，２６０，０００ １０２，９００ 

D10 ２，２６０，００１ ～ ３，０００，０００ １２２，５００ 

D11 ３，０００，００１ ～ ３，９６０，０００ １４３，８００ 

D12 ３，９６０，００１ ～ ５，０３０，０００ １６６，６００ 

D13 ５，０３０，００１ ～ ６，２７０，０００ １９１，２００ 

D14 ６，２７０，００１円以上 その月におけるその被

措置者に係る措置費

の支弁額 

（単位=円） 

 

（老人福祉法に基づく費用徴収基準 養護老人ホーム、養護委託による措置基準より一部抜粋） 
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